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◎議長（武田悌一氏） 報道機関から撮影の申出がありましたので、許可しております。 

開議 午前１０時００分   

  ──────────────────────────────────────── 

◎開 議 宣 告 

  ──────────────────────────────────────── 

◎議長（武田悌一氏） ただいまから、本日の会議を開きます。 

  ──────────────────────────────────────── 

◎日程第１ 諸 般 報 告 

  ──────────────────────────────────────── 

◎議長（武田悌一氏） 日程の１ 諸般報告に入ります。 

 教育行政報告について、教育長から報告を求めます。 

 教育長、登壇願います。教育長。 

（教育長高森裕司氏 登壇） 

◎教育長（高森裕司氏） 教育行政報告を申し上げます。 

 報告第１号市内小中学校教職員の人事についてでありますが、校長については転出者が

２名、転入者が２名、市内異動者が１名となっており、教頭については転出者、転入者と

もに１名となっております。一般教諭については、退職者が１名、転出者が８名、転入者

が７名となっております。養護教諭については、再任用の退職者が１名、転入者が１名と

なっております。事務職員については、退職者が１名、転入者が１名となっており、令和

３年度当初の教職員定数は６０名となるものであります。 

 次に、報告第２号北海道三笠高等学校教職員の人事についてでありますが、教頭におい

て転出者が１名、転入者が１名となっており、令和３年度当初の教職員定数は１３名とな

るものであります。 

 次に、報告第３号令和２年度北海道三笠高等学校卒業生の進路状況についてであります

が、卒業生は４０名であり、進路先一覧については記載のとおりでありますので、御参照

いただきたいと思います。 

 次に、報告第４号令和２年度市内中学校卒業生の進路状況についてでありますが、卒業

生は６０名であり、全員の進路が決定しております。三笠高等学校については、指定校推

薦枠により１名合格となっております。その他の学校別の進路状況については、記載のと

おりでありますので御参照いただきたいと思います。 

 最後に、報告第５号令和３年度北海道三笠高等学校合格者の状況についてであります

が、推薦選抜及び一般選抜を実施し、今年度の合格者の判定においては、成績が均衡して

いるような場合には募集人員を若干超えて入学させる措置を取るよう配慮することとなっ

ていることから、合格者は４１名となっております。合格者の出身地域については、記載

のとおりでございますので、御参照いただきたいと思います。 

 以上、教育行政報告といたします。 



◎議長（武田悌一氏） これより、教育行政報告に対する質疑に入ります。 

 まず、報告第１号について。 

（「なし」の声あり） 

◎議長（武田悌一氏） 次に、報告第２号について。 

（「なし」の声あり） 

◎議長（武田悌一氏） 次に、報告第３号について。 

（「なし」の声あり） 

◎議長（武田悌一氏） 次に、報告第４号について。 

（「なし」の声あり） 

◎議長（武田悌一氏） 最後に、報告第５号について。 

 畠山議員。 

◎５番（畠山 宰氏） 報告第５号についてお伺いしたいと思います。 

 昨年度の合格者に至っては初めてですかね、定員割れした状況があったかと思いますけ

れども、令和３年度の合格者は４１名ということで、非常によかったなと思っておりま

す。また、コロナの状況の中で非常に困難な部分もたくさんあったと思いますけれども、

説明会ですとか、そういった取組状況はどういったものであったのか、その点をお聞かせ

いただけたらと思います。 

◎議長（武田悌一氏） 三笠高校事務長。 

◎高等学校事務長（東 清明氏） 学校説明会につきましては、令和２年９月１７日に

行っております。参加者が、３年生が７８名、２年生が１２名、１年生が９名、合計９９

名の生徒が説明会に参加しております。 

 以上です。 

◎議長（武田悌一氏） 畠山議員。 

◎５番（畠山 宰氏） 道外に向けて何かＰＲした、周知ですとか取組というものはあっ

たのか、なかったのか、その点をお聞かせいただけたらと思います。 

◎議長（武田悌一氏） 三笠高校事務長。 

◎高等学校事務長（東 清明氏） 道外につきましては、特にＰＲを行っておりません。 

◎議長（武田悌一氏） 畠山議員。 

◎５番（畠山 宰氏） 今年度の合格者、大分県からも合格されている方がいるというこ

とで、非常に全国区の高校になってきている状況、本当に喜ばしく思っております。これ

は、日頃の教育委員会、また、学校の先生方、高校の先生方の努力のたまものであると

思っております。 

 また、コロナの第４波が来そうな状況にもなっておりますので、今後とも説明会の工夫

ですとか、遠隔でやるですとか、その点も含めて今後とも生徒の安定的な確保のためによ

ろしくお願いいたします。 

◎議長（武田悌一氏） 教育長。 



◎教育長（高森裕司氏） 今の生徒募集については、パンフレット含めて道内６００校含

めて、昨年よりも様々なＰＲを工夫しながら、多くの方が来ていただけるように、今、進

めておりますので、今後も引き続き生徒確保に努めてまいりたいと思っております。 

◎議長（武田悌一氏） ほかに質疑のある方おりますでしょうか。 

（「なし」の声あり） 

◎議長（武田悌一氏） 質疑ないようですから、教育行政報告については報告済みとしま

す。 

 以上をもちまして、諸般報告を終わります。 

  ──────────────────────────────────────── 

      ◎日程第２ 議案第４号から議案第２４号までについて（委報 

            第２号） 

  ──────────────────────────────────────── 

◎議長（武田悌一氏） 日程の２ 委報第２号議案第４号から議案第２４号までについて

を議題とします。 

 本件は、さきの本会議において予算審査特別委員会に付託したものであり、委員長より

審査報告書が提出されております。 

 この際、委員長の報告を求めます。 

 折笠委員長、登壇願います。 

（予算審査特別委員会委員長折笠弘忠氏 登壇） 

◎予算審査特別委員会委員長（折笠弘忠氏） さきの本会議において付託になりました議

案につきまして、その審査結果について御報告いたします。 

 当委員会に付託された案件は、議案第４号から議案第２４号までの計２１件でありま

す。 

 この委員会は議長を除く全議員で審査を行っていますので、審査の詳細及び質疑、答弁

の内容、御配付の文書及び資料の説明につきましては省略させていただき、審査の結果に

ついて御報告させていただきますので、御了承願いたいと思います。 

 それでは、報告いたします。 

 議案第４号の条例制定１件、議案第５号から議案第１２号までの条例改正８件、議案第

１３号から議案第１６号までの補正予算４件、議案第１７号から議案第２３号までの一般

会計、特別会計、事業会計予算７件、議案第２４号の土地の処分１件の計２１件について

は、特段の討論もなく、原案可決すべきものと決定いたしました。 

 以上で、本委員会に付託されました議案の審査結果についての御報告といたしますの

で、よろしく御審議くださいますようお願い申し上げます。 

◎議長（武田悌一氏） これより、委員長報告に対する質疑に入ります。 

 議案第４号から議案第２４号までについて質疑を受けます。質疑のある方は御発言願い

ます。 



（「なし」の声あり） 

◎議長（武田悌一氏） 質疑ないようですから、議案第４号から議案第２４号までについ

ての質疑を終了します。 

 これより、討論、採決に入ります。 

 初めに、議案第４号について討論を行います。 

（「なし」の声あり） 

◎議長（武田悌一氏） 討論ないようですから、討論を終了します。 

 続いて、採決を行います。 

 議案第４号について、原案のとおり可決することに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

◎議長（武田悌一氏） 御異議なしと認めます。 

 議案第４号三笠市産業活力創造施設設置条例の制定については、原案のとおり可決する

ことに決定しました。 

 次に、議案第５号について討論を行います。 

（「なし」の声あり） 

◎議長（武田悌一氏） 討論ないようですから、討論を終了します。 

 続いて、採決を行います。 

 議案第５号について、原案のとおり可決することに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

◎議長（武田悌一氏） 御異議なしと認めます。 

 議案第５号三笠市証明等事務手数料条例の一部を改正する条例の制定については、原案

のとおり可決することに決定しました。 

 次に、議案第６号について討論を行います。 

（「なし」の声あり） 

◎議長（武田悌一氏） 討論ないようですから、討論を終了します。 

 続いて、採決を行います。 

 議案第６号について、原案のとおり可決することに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

◎議長（武田悌一氏） 御異議なしと認めます。 

 議案第６号三笠市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営の基準等条例等の一部を改

正する条例の制定については、原案のとおり可決することに決定しました。 

 次に、議案第７号について討論を行います。 

（「なし」の声あり） 

◎議長（武田悌一氏） 討論ないようですから、討論を終了します。 

 続いて、採決を行います。 

 議案第７号について、原案のとおり可決することに御異議ありませんか。 



（「異議なし」の声あり） 

◎議長（武田悌一氏） 御異議なしと認めます。 

 議案第７号三笠市重度心身障害者医療費条例等の一部を改正する条例の制定について

は、原案のとおり可決することに決定しました。 

 次に、議案第８号について討論を行います。 

（「なし」の声あり） 

◎議長（武田悌一氏） 討論ないようですから、討論を終了します。 

 続いて、採決を行います。 

 議案第８号について、原案のとおり可決することに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

◎議長（武田悌一氏） 御異議なしと認めます。 

 議案第８号三笠市国民健康保険条例の一部を改正する条例の制定については、原案のと

おり可決することに決定しました。 

 次に、議案第９号について討論を行います。 

（「なし」の声あり） 

◎議長（武田悌一氏） 討論ないようですから、討論を終了します。 

 続いて、採決を行います。 

 議案第９号について、原案のとおり可決することに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

◎議長（武田悌一氏） 御異議なしと認めます。 

 議案第９号三笠市介護保険条例の一部を改正する条例の制定については、原案のとおり

可決することに決定しました。 

 次に、議案第１０号について討論を行います。 

（「なし」の声あり） 

◎議長（武田悌一氏） 討論ないようですから、討論を終了します。 

 続いて、採決を行います。 

 議案第１０号について、原案のとおり可決することに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

◎議長（武田悌一氏） 御異議なしと認めます。 

 議案第１０号三笠市指定地域密着型サービス及び指定居宅介護支援等の事業の人員、設

備及び運営基準条例の一部を改正する条例の制定については、原案のとおり可決すること

に決定しました。 

 次に、議案第１１号について討論を行います。 

（「なし」の声あり） 

◎議長（武田悌一氏） 討論ないようですから、討論を終了します。 

 続いて、採決を行います。 



 議案第１１号について、原案のとおり可決することに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

◎議長（武田悌一氏） 御異議なしと認めます。 

 議案第１１号三笠市市営住宅設置条例の一部を改正する条例の制定については、原案の

とおり可決することに決定しました。 

 次に、議案第１２号について討論を行います。 

（「なし」の声あり） 

◎議長（武田悌一氏） 討論ないようですから、討論を終了します。 

 続いて、採決を行います。 

 議案第１２号について、原案のとおり可決することに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

◎議長（武田悌一氏） 御異議なしと認めます。 

 議案第１２号三笠市水道給水条例の一部を改正する条例の制定については、原案のとお

り可決することに決定しました。 

 次に、議案第１３号について討論を行います。 

（「なし」の声あり） 

◎議長（武田悌一氏） 討論ないようですから、討論を終了します。 

 続いて、採決を行います。 

 議案第１３号について、原案のとおり可決することに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

◎議長（武田悌一氏） 御異議なしと認めます。 

 議案第１３号令和２年度三笠市一般会計補正予算（第１３回）については、原案のとお

り可決することに決定しました。 

 次に、議案第１４号について討論を行います。 

（「なし」の声あり） 

◎議長（武田悌一氏） 討論ないようですから、討論を終了します。 

 続いて、採決を行います。 

 議案第１４号について、原案のとおり可決することに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

◎議長（武田悌一氏） 御異議なしと認めます。 

 議案第１４号令和２年度三笠市国民健康保険特別会計補正予算（第４回）については、

原案のとおり可決することに決定しました。 

 次に、議案第１５号について討論を行います。 

（「なし」の声あり） 

◎議長（武田悌一氏） 討論ないようですから、討論を終了します。 

 続いて、採決を行います。 



 議案第１５号について、原案のとおり可決することに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

◎議長（武田悌一氏） 御異議なしと認めます。 

 議案第１５号令和２年度三笠市介護保険特別会計補正予算（第５回）については、原案

のとおり可決することに決定しました。 

 次に、議案第１６号について討論を行います。 

（「なし」の声あり） 

◎議長（武田悌一氏） 討論ないようですから、討論を終了します。 

 続いて、採決を行います。 

 議案第１６号について、原案のとおり可決することに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

◎議長（武田悌一氏） 御異議なしと認めます。 

 議案第１６号令和２年度市立三笠総合病院事業会計補正予算（第８回）については、原

案のとおり可決することに決定しました。 

 次に、議案第１７号について討論を行います。 

（「なし」の声あり） 

◎議長（武田悌一氏） 討論ないようですから、討論を終了します。 

 続いて、採決を行います。 

 議案第１７号について、原案のとおり可決することに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

◎議長（武田悌一氏） 御異議なしと認めます。 

 議案第１７号令和３年度三笠市一般会計予算については、原案のとおり可決することに

決定しました。 

 次に、議案第１８号について討論を行います。 

（「なし」の声あり） 

◎議長（武田悌一氏） 討論ないようですから、討論を終了します。 

 続いて、採決を行います。 

 議案第１８号について、原案のとおり可決することに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

◎議長（武田悌一氏） 御異議なしと認めます。 

 議案第１８号令和３年度三笠市後期高齢者医療特別会計予算については、原案のとおり

可決することに決定しました。 

 次に、議案第１９号について討論を行います。 

（「なし」の声あり） 

◎議長（武田悌一氏） 討論ないようですから、討論を終了します。 

 続いて、採決を行います。 



 議案第１９号について、原案のとおり可決することに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

◎議長（武田悌一氏） 御異議なしと認めます。 

 議案第１９号令和３年度三笠市国民健康保険特別会計予算については、原案のとおり可

決することに決定しました。 

 次に、議案第２０号について討論を行います。 

（「なし」の声あり） 

◎議長（武田悌一氏） 討論ないようですから、討論を終了します。 

 続いて、採決を行います。 

 議案第２０号について、原案のとおり可決することに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

◎議長（武田悌一氏） 御異議なしと認めます。 

 議案第２０号令和３年度三笠市介護保険特別会計予算については、原案のとおり可決す

ることに決定しました。 

 次に、議案第２１号について討論を行います。 

（「なし」の声あり） 

◎議長（武田悌一氏） 討論ないようですから、討論を終了します。 

 続いて、採決を行います。 

 議案第２１号について、原案のとおり可決することに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

◎議長（武田悌一氏） 御異議なしと認めます。 

 議案第２１号令和３年度三笠市水道事業会計予算については、原案のとおり可決するこ

とに決定しました。 

 次に、議案第２２号について討論を行います。 

（「なし」の声あり） 

◎議長（武田悌一氏） 討論ないようですから、討論を終了します。 

 続いて、採決を行います。 

 議案第２２号について、原案のとおり可決することに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

◎議長（武田悌一氏） 御異議なしと認めます。 

 議案第２２号令和３年度三笠市下水道事業会計予算については、原案のとおり可決する

ことに決定しました。 

 次に、議案第２３号について討論を行います。 

（「なし」の声あり） 

◎議長（武田悌一氏） 討論ないようですから、討論を終了します。 

 続いて、採決を行います。 



 議案第２３号について、原案のとおり可決することに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

◎議長（武田悌一氏） 御異議なしと認めます。 

 議案第２３号令和３年度市立三笠総合病院事業会計予算については、原案のとおり可決

することに決定しました。 

 最後に、議案第２４号について討論を行います。 

（「なし」の声あり） 

◎議長（武田悌一氏） 討論ないようですから、討論を終了します。 

 続いて、採決を行います。 

 議案第２４号について、原案のとおり可決することに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

◎議長（武田悌一氏） 御異議なしと認めます。 

 議案第２４号土地の処分については、原案のとおり可決することに決定しました。 

  ──────────────────────────────────────── 

      ◎日程第３ 議案第２９号議会運営委員会及び常任委員会所管 

            事項調査について 

  ──────────────────────────────────────── 

◎議長（武田悌一氏） 日程の３ 議案第２９号議会運営委員会及び常任委員会所管事項

調査についてを議題とします。 

 本案については、議会運営委員長及び常任委員長からの共同提案に係るものであり、文

書記載のとおりでありますので、提案説明、質疑及び討論を省略したいと思います。御異

議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

◎議長（武田悌一氏） 御異議なしと認めます。 

 本案については、提案説明、質疑及び討論を省略することに決定しました。 

 続いて、採決を行います。 

 議案第２９号について、原案可決することに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

◎議長（武田悌一氏） 御異議なしと認めます。 

 議案第２９号議会運営委員会及び常任委員会所管事項調査については、原案のとおり可

決されました。 

  ──────────────────────────────────────── 

      ◎日程第４ 意見書案第１号 米の需給改善と米価下落の歯止 

            め策を求める意見書 

  ──────────────────────────────────────── 

◎議長（武田悌一氏） 日程の４ 意見書案第１号についてを議題とします。 



 本案については、議会運営委員会の正副委員長からの共同提案に係るものであり、文書

記載のとおりでありますので、提案説明、質疑及び討論を省略したいと思います。御異議

ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

◎議長（武田悌一氏） 御異議なしと認めます。 

 本案については、提案説明、質疑及び討論を省略することに決定しました。 

 続いて、採決を行います。 

 意見書案第１号について、原案可決することに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

◎議長（武田悌一氏） 御異議なしと認めます。 

 意見書案第１号米の需給改善と米価下落の歯止め策を求める意見書は、原案のとおり可

決されました。 

 本意見書は、議長名をもって本文記載の提出先へ送付します。 

 以上で、今定例会に付議された事件は全て終了しました。 

  ──────────────────────────────────────── 

◎閉 会 宣 告 

  ──────────────────────────────────────── 

◎議長（武田悌一氏） これをもちまして、令和３年第１回三笠市議会定例会を閉会しま

す。 

 御苦労さまでした。 

閉会 午前１０時２１分    
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